
            「愛野めぐみ教会」設計コンペティション 

                              応 募 要 項 

 

 

Ａ.一般事項 

 １. 趣旨 

この度、（社）日本建築家協会東海支部静岡地域会（JIA 静岡）では「愛野めぐみ教会設

計コンペ」を開催いたします。このコンペは、袋井北教会が新教会堂（愛野めぐみ教会）を

建設するにあたり、JIA 静岡にその設計者の特定を依頼され、両者で協議の結果、コンペテ

ィションによる選定方法をその手法として選択し決定され、実現したものです。 

今回の袋井北教会にとっての教会堂建設は、信者の精神的依拠のための施設の象徴性と、

礼拝と布教の活動の中心としての拠点性の実現のための、悲願の事業であります。 

JIA 静岡としては、建築家の職能団体として、コンペの運営を通じて設計者の特定にいた

るまでの透明性と公平性を何よりも重視して、審査の公開を原則に袋井北教会の理念に沿う

最善の設計者を選定するものであります。 

このコンペに参加される建築家の、日ごろより研鑽された高い文化性と芸術性を作品に込

めて、建築家が本来持つべき高い見識と深い常識を社会に問える作品性を、期待します。 

 

JIA 静岡「愛野めぐみ教会設計コンペ」実行委員長 

  鳥居久保 

 

 

 ２. 設計競技の概要 

 （１）主催者 

    ＪＩＡ静岡「愛野めぐみ教会」設計コンペ実行委員会 

 （２）事業主 

    日本キリスト教会 袋井北教会 

 （３）コンペの形式と審査方法 

    ① ２段階選抜方式とします。 

    ② １次審査では匿名応募図書を審査し、入選案を５点程度選抜します。 

    ③ ２次審査では入選案を顕名で公開審査を行い、応募者のプレゼンテーションと 

    審査委員による質疑応答によって案の内容と実現性を確認します。    

       ④ 総合的な応募者の資質を評価した上で、最優秀案を１点、その他優秀案を２点 

    程度選定します。 

       ⑤ 最優秀に選定された案の設計者は、事業主と設計監理契約の交渉権をもって、 

    案の実現に臨んでいただきます。 

 （４）スケジュール 

    ・応募要項の配布            2010 年 2月 8日 （月） 

    ・応募登録の期限               2 月 17 日（水）17：00 
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    ・現場説明                 2010 年 2 月 20 日（土）13：30 現地集合 

    ・質疑提出期限 2月 27 日（土）17：00(メールにて) 

       ・応募作品の提出期限 3月 26 日（金）17：00 

       ・第１次審査（入選案５点選出） 4月 3 日（土） 

    ・第２次審査（公開審査） 4 月 10 日（土）（袋井市総合センター3 階

会議室） 

       ・基本設計・実施設計完了 9月 予定 

       ・工事契約・着工           11 月 予定 

       ・竣工 2011 年  5 月 予定 

     ・献堂式（完成感謝礼拝）  6 月 予定     

 ３. 審査委員会 

   審査委員       金 山徳 牧師（袋井北教会） 

     〃        芦原太郎（ＪＩＡ本部） 

         〃      鈴木泉 （袋井北教会） 

         〃      市村昭二（袋井北教会） 

         〃      小田義彦（ＪＩＡ愛知） 

     〃          尾林孝雄（ＪＩＡ静岡） 

 

 ４. 応募資格 

   ・(社)日本建築家協会東海支部静岡地域会の会員であること。 

   ・応募時点までに上記会員として入会手続きを完了している者。（入会希望者はＪＩ

Ａ静岡事務局へ問い合わせの上、手続きを完了してください。） 

   ・応募者本人または本人の属する事務所が、本建物の設計監理業務委託契約の当事 

    者となって契約を行うことができること。 

      ・応募者本人または本人の属する事務所が、建築家責任賠償保険等に加入している 

    こと。現在、上記の保険等に加入していない場合は、最優秀案に選出された時点 

    で速やかに加入手続きを行うこと。 

 

 ５. 運営事務局（問い合わせ先・応募先） 

      ＪＩＡ静岡「愛野めぐみ教会」コンペ実行委員会 

   〒420-0033 静岡市葵区昭和町 3-1-603 静岡昭和町ビル 6Ｆ ＪＩＡ静岡事務局内 

   Tel 054-221-8855  Fax 054-221-8865  

      E-mail jia-shizuoka@hyper.ocn.ne.jp  

      ＵＲＬ jia-tokai.org/shizuoka/ 

      業務時間 13:00～17：00 土、日、祝日は休日 

 

Ｂ. 応募登録方法 

    所定の応募登録用紙により、運営事務局宛、郵送・Fax・ E-mail のいずれかによ  

   り登録してください。 

      応募登録用紙はホームページからもダウンロードできます。 
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Ｃ. 応募図書 及び提出 

 １. 応募図書の形式 

      応募図書は計画案をＡ３サイズの用紙片面横使い 3 枚にまとめて提出してくださ  

   い。（パネル化はしないでください。） 

      応募図書２枚それぞれ右上の角に、２㎝×６㎝の登録番号用の枠を作ってください。 

   登録番号は事務局で記入します。 

 

  ２. 要求図面 

   提案趣旨、提案内容を明快かつ具体的に表現する図面、パース、模型写真等、適宜 

   盛り込んで応募図書にまとめてください。図面縮尺は自由とします。 

      応募図書には氏名を特定できるものを記入することはできません。 

 

 ３. 要求文書 

以下の三つの点に文章で答えてくださるようにお願いします。  

i.   あなたにとってキリストとは何か？ 

ii.  i との関連で、あなたにとって教会とは何か？ 

iii.  あなたの教会堂（建物）はそれを見る人、その周りの人々に何  

   を与えようとしていますか？ 

以上。 

牧師 金 山徳  

 ３. 質疑応答 

   質疑がある場合は、2010 年 2 月 27 日（土）17：00 を期限として、実行委員会ま  

でメールで提出してください。回答は 3 月 26 日までＪＩＡ静岡ホームページに掲  

載します。なお、回答に対しての異議申し立ては受け付けません。 

 

  ４. 提出方法 

   郵送または宅配便による送付か、事務局へ直接持参してください。 

    

 ５. 提出期限 

   2010 年 3月 26 日（金）17：00 必着のこと 

      郵送の場合は当日の消印まで可とします。 

 

Ｄ．１次審査 

 １. 審査方法 

   審査員が提出作品をもとに審査し、２次審査に進む入選案５点（予定）を選抜しま 

   す。審査は非公開で、提出作品は匿名で審査します。   

 

  ２. １次審査結果の公表 

   審査結果はＪＩＡ静岡ホームページに 2010 年 4 月 5 日中に掲載します。また、２  

   次審査に進むことになった入選案の応募者には直接通知します。 
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Ｅ．２次審査 

 １. 審査方法 

   入選案について顕名で公開審査を行い、応募者にプレゼンテーションと審査委員と 

   の質疑応答によって案の内容と実現性を確認し、総合的な応募者の資質を評価した 

   上で、最優秀案を１点、その他優秀案を２点程度選定します。 

   （１）プレゼンテーション 

    ・発表時間：２０分 

    ・プレゼンテーションの方法：提出図面のパネル、又はＰＣを利用したプレゼン  

     テーションソフトによるプロジェクターを使用した説明 

  （２）質疑応答 

    ・質疑応答時間：２０分 

    ・応募者に対して審査委員がインタビュー形式で質疑を行います。 

  （３）その他 

    ・理由の如何を問わず２次審査に欠席の場合は失格とします。（提出者本人以外  

     のプレゼンテーションは不可）  

 

 ２. 審査日時及び場所 

   ・日時 2010 年 4月 10 日（土） 

   ・場所 袋井市総合センター3階会議室 

 

 ３. ２次審査結果の公表 

   審査結果は審査当日会場にて発表します。また、ＪＩＡ静岡ホームページに掲載しま

す。       

 

Ｆ．計画条件など 

  １. 建物の概要 

    愛野駅北口の新しい街のシンボルとなるような美しくそして地域に開かれたキリ 

    ストの教会（プロテスタント）の建設。 

    神中心・教会中心・聖書中心 

    理念：袋井北教会は、新しい土地の購入に伴い、教会名を「愛野めぐみ教会」と 

      改名すると共に、新たなヴィジョンによって、教会堂を建てます。「愛野  

      めぐみ教会」は日本の霊的リバイバルを求め、その中心的役割を努め、さ  

      らに将来は日本とアジアの宣教センターとして用いられることを祈ってい  

      ます。従って宣教の情熱が現れる教会として、霊的厳粛さと自由さが伴っ  

       た霊的充満な教会を求めています。 

        計 画 地：静岡県袋井市愛野東１丁目７番１（別紙案内図は応募者に送付） 

    敷地面積：482 ㎡            （別紙敷地図は応募者に送付） 

    用途地域：準工業地域 

    防火地域：指定なし 

    設    備：給排水、空調、その他計画の概要より読み取れる設備 

    そ の 他：地盤の概要については地盤調査資料は応募者に送付致します。 

- 4 -



 

 ２. 計画の概要 

    厳粛さ、荘厳さ、そして静かさを伴う霊的な自由さが強調され、座って静かに祈 

    りたくなるような雰囲気をもち、祈り後賛美したい霊的喜びの充満した礼拝堂を 

    持つ教会の施設を提案してください。 

      （１）必要諸室 

      ・エントランス＋副牧師室（受付、事務室兼用）、 

・牧師室・・・ 10 名程度の小会議室を持つ、 

・礼拝堂・・・・135～150 名、最上階が望ましい。50名分の椅子だけの席 

も臨時に設営できるような余裕を取る。 

・図書コーナー 

・大会議室・・・50～100 名程度。食堂としても使い、多目的な使い方に対応

できるようにする。また、内部を 3分割して利用できるよう

にする。その際の面積分割比は 1：1：2。 

・厨房 ・・・・5～6名で働いて 50～100 名程の接待に対応）、 

・調整室・・・・照明、音響、プロジェクターの操作が可能な室。 

            ・その他・・・ ネットが利用できる環境を整備 

              1、2階の便所（男女） 

１階に多目的便所１箇所（１階の女子便所と関連して備え

る。） 

シャワーブース（男女各１ヶ所） 

              物置、ロッカーなど  

              礼拝堂のいす、机は含む 

              厨房機器（カレーや煮物が料理できる程度のもの） 

              1,2 台の駐車スペース 

       （２）構造：鉄骨造、ＲＣ造、木造いづれかを明示 

    （３) 規模：延べ面積 300 ㎡程度 （１割程度の増減は範囲内）         

    （４）予定工事費：8,000 万円程度 （消費税も含む） 

    （５）その他 

      ・十字架の塔：特に遠い新幹線から見られるようなもの 

      ・バリアーフリー対策  エレベーターの設置（２層以上の場合） 

      ・防音、防振に配慮（敷地が新幹線に隣接しているため） 

            ・礼拝堂のいす、机以外の家具類は別途とする 

 

Ｇ. その他 

 １. 応募作品の取り扱いについて 

    応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、応募作品の展示、複製作成、ホーム 

    ページへの掲載など、本コンペの運営、広報に関するものでの使用の権利は主催 

    者が保有することとします。また、応募作品は返却しません。 

 

  ２. 経費負担について 
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        応募に際して発生した制作費、送料、税金、保険などの費用については応募者の 

    負担とします。 

        但し、２次審査に残りプレゼンテーションに参加された最優秀賞受賞者を除く応 

    募者には、経費として一人当たり５万円を事業主が負担します。 

 

 ３. 最優秀賞の取り扱いについて 

    最優秀賞受賞者は、原則として受賞作品をベースに設計監理業務の交渉権をもっ 

    て、案の実現に臨んでいただきます。なお、使用性、維持管理等の観点から主催 

    者、事業者などとの協議により作品内容の一部変更を求める場合があります。 

    最優秀賞受賞者は、コンペの結果を受けて建設に向けて事業を進めていく途中に 

    おいて、諸般の事情により建設が中止となった場合には、実行委員会は責任を負 

    う事はできませんので、当事者間での協議により解決していただきます。 

 

  ４. その他 

   ・１次審査及び２次審査結果について、異議申し立てはできません。 

   ・応募者は応募時点で本要項の内容を受諾したものと見なします。 

      ・本要項の事項に違反して応募した者は、受賞後であってもその受賞を取り消すこ 

    とがあります。 

      ・本コンペに関連する事項及び受賞後の設計監理業務契約に関して、本要項に規定 

    してない問題が発生した場合は、主催者及び事業主が協議の上判断するものとし 

    ます。 
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